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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の（１）、（２）の構成を有する熱硬化性樹脂組成物を、シート状に引き揃えた炭素
繊維の両面から含浸させるプリプレグの製造方法であって、該プリプレグの樹脂含有率が
２０～５０質量％であり、含浸時の該熱硬化性樹脂組成物の粘度が０．１～１００Ｐａ・
ｓであることを特徴とするプリプレグの製造方法。
（１）層間の樹脂層の厚みの平均値Ａμｍに対して、体積平均粒径が０．５Ａμｍ以下で
ある熱可塑性樹脂からなる第１の粒子（該熱硬化性樹脂組成物に可溶のものを除く）を該
熱硬化性樹脂組成物に対して１０～３０質量％含む。
（２）層間の樹脂層の厚みの平均値Ａμｍに対して、０．５Ａ～Ａμｍの体積平均粒径と
なるよう第１の粒子について乾式分級を行った第２の粒子（該熱硬化性樹脂組成物に可溶
のものを除く）を該熱硬化性樹脂組成物に対して０．５～５質量％含む。
ここで、層間の樹脂層の厚みの平均値とは、プリプレグを［＋４５°／０°／－４５°／
９０°］３ｓ構成で、２４プライ積層し、オートクレーブにて、昇温速度１．５℃／分で
加熱し、当該プリプレグの標準硬化温度（通常１８０℃）で２時間、０．５９ＭＰａの圧
力下、硬化させ得られた炭素繊維強化複合材料の断面を研磨した後、研磨した断面を５０
０倍に拡大して検鏡し、＋４５°／０°の層間の樹脂層の厚みを、０．２ｍｍ間隔で、炭
素繊維強化複合材料の幅方向に５０点読み取り、読み取った値の平均値をとったものであ
る。
【請求項２】
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以下の（１）、（２）の構成を有する熱硬化性樹脂組成物を、シート状に引き揃えた炭素
繊維の両面から含浸させるプリプレグの製造方法であって、該プリプレグの樹脂含有率が
２０～５０質量％であり、含浸時の該熱硬化性樹脂組成物の粘度が０．１～１００Ｐａ・
ｓであることを特徴とするプリプレグの製造方法。
（１）層間の樹脂層の厚みの平均値Ａμｍに対して、体積平均粒径が０．５Ａμｍ以下で
ある熱可塑性樹脂からなる第１の粒子（該熱硬化性樹脂組成物に可溶のものを除く）を該
熱硬化性樹脂組成物に対して１０～３０質量％含む。
（２）層間の樹脂層の厚みの平均値Ａμｍに対して、０．５Ａ～Ａμｍの体積平均粒径で
ある第１の粒子とは異なる材質の第２の粒子（該熱硬化性樹脂組成物に可溶のものを除く
）を該熱硬化性樹脂組成物に対して０．５～５質量％含む。
ここで、層間の樹脂層の厚みの平均値とは、プリプレグを［＋４５°／０°／－４５°／
９０°］３ｓ構成で、２４プライ積層し、オートクレーブにて、昇温速度１．５℃／分で
加熱し、当該プリプレグの標準硬化温度（通常１８０℃）で２時間、０．５９ＭＰａの圧
力下、硬化させ得られた炭素繊維強化複合材料の断面を研磨した後、研磨した断面を５０
０倍に拡大して検鏡し、＋４５°／０°の層間の樹脂層の厚みを、０．２ｍｍ間隔で、炭
素繊維強化複合材料の幅方向に５０点読み取り、読み取った値の平均値をとったものであ
る。
【請求項３】
第２の粒子の体積平均粒径が、０．７Ａ～Ａμｍである請求項１または２に記載のプリプ
レグの製造方法。
【請求項４】
以下の（１）、（２）の構成を有する熱硬化性樹脂組成物が、シート状に引き揃えられた
炭素繊維の両面に含浸されてなるプリプレグであって、該プリプレグの樹脂含有率が２０
～５０質量％であり、ウォーターピックアップ法での含浸性が６．０質量％以下であり、
かつ明細書中で定義する層間の樹脂層の厚みの標準偏差ＣＶμｍおよび層間の樹脂層の厚
みの平均値Ａμｍについて、ＣＶが０．８５Ａμｍ以下であることを特徴とするプリプレ
グ。
（１）層間の樹脂層の厚みの平均値Ａμｍに対して、体積平均粒径が０．５Ａμｍ以下で
ある熱可塑性樹脂からなる第１の粒子（該熱硬化性樹脂組成物に可溶のものを除く）を該
熱硬化性樹脂組成物に対して１０～３０質量％含む。
（２）層間の樹脂層の厚みの平均値Ａμｍに対して、体積平均粒径が０．５Ａ～Ａμｍで
ある第１の粒子とは異なる材質の第２の粒子（該熱硬化性樹脂組成物に可溶のものを除く
）を該熱硬化性樹脂組成物に対して０．５～５質量％含む。
ここで、層間の樹脂層の厚みの平均値とは、プリプレグを［＋４５°／０°／－４５°／
９０°］３ｓ構成で、２４プライ積層し、オートクレーブにて、昇温速度１．５℃／分で
加熱し、当該プリプレグの標準硬化温度（通常１８０℃）で２時間、０．５９ＭＰａの圧
力下、硬化させ得られた炭素繊維強化複合材料の断面を研磨した後、研磨した断面を５０
０倍に拡大して検鏡し、＋４５°／０°の層間の樹脂層の厚みを、０．２ｍｍ間隔で、炭
素繊維強化複合材料の幅方向に５０点読み取り、読み取った値の平均値をとったものであ
る。
【請求項５】
第２の粒子の体積平均粒径が、０．７Ａ～Ａμｍである請求項４に記載のプリプレグ。
【請求項６】
ＣＶが０．６０Ａμｍ以下である請求項４または５に記載のプリプレグ。
【請求項７】
請求項４～６のいずれかに記載のプリプレグを複数枚積層し、加熱硬化してなる炭素繊維
強化複合材料であって、該炭素繊維強化複合材料のボイド率が１．０％以下であることを
特徴とする炭素繊維強化複合材料。
【請求項８】
ＳＡＣＭＡ　ＳＲＭ　２Ｒ－９４により得られる耐衝撃性が２６０ＭＰａ以上である、請
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求項７に記載の炭素繊維強化複合材料。
【請求項９】
ＪＩＳ　Ｋ　７０８６－１９９３により得られる層間靭性が２７００Ｊ／ｍ２以上である
、請求項７または８に記載の炭素繊維強化複合材料。
【請求項１０】
ＳＡＣＭＡ　ＳＲＭ　８Ｒ－９４により得られる層間剪断強度が９０ＭＰａ以上である、
請求項７～９のいずれかに記載の炭素繊維強化複合材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は優れた耐衝撃性、層間靭性、層間剪断強度を兼ね備えた炭素繊維強化複合材料
を提供可能な、含浸性に優れたプリプレグおよびその製造方法、ならびに炭素繊維強化複
合材料に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　炭素繊維強化複合材料は、高い比強度・比剛性を有するため、スポーツ用途、自動車、
船舶、土木・建築材料といった様々な一般産業用途に利用されている他、特に軽量化を必
要とする航空機の構造材料として注目されている。
【０００３】
　炭素繊維強化複合材料は、その製造方法の一つに、強化繊維である炭素繊維とマトリッ
クス樹脂を必須の構成要素とするプリプレグを用いる方法が一般的に知られている。プリ
プレグを用いる場合、それを成形してなる炭素繊維強化複合材料は、強化繊維の配列方向
の物性とそれ以外の方向の物性に大きな差が存在する。例えば、落錘衝撃に対する抵抗性
で示される耐衝撃性は、強化繊維とマトリックス樹脂との界面やマトリックス樹脂の特性
等によって支配されるため、強化繊維の強度を向上させるのみでは、抜本的な改良に結び
つかないことが知られている。特に、熱硬化性樹脂をマトリックス樹脂とする炭素繊維強
化複合材料は、マトリックス樹脂の低い靭性を反映し、強化繊維の配列方向以外からの力
に対し、破壊され易い性質を持っている。加えて、外部からの衝撃力などの外力がかかる
と、隣接する炭素繊維層同士の層間（以降単に「層間」と記すこともある）に応力が集中
し、破壊され易い性質を持っている。従って、耐衝撃性の向上に加え、層間の剪断強度、
靭性の向上も重要な課題となっている。
【０００４】
　以上の背景から、外部の多方向からの力に対応することができる複合材料物性を改良す
ることを目的として、種々の技術が提案されている。
【０００５】
　例えば、特許文献１にはプリプレグの表面領域に樹脂粒子を分散させた樹脂層を設けた
プリプレグが提案されている。ナイロン等の熱可塑性樹脂からなる粒子をプリプレグの表
面領域に分散させた樹脂層を設けたプリプレグを用いて、耐熱性の良好な高靭性複合材料
を与える技術が提案されている。
【０００６】
　更に、特許文献２にはエポキシ樹脂と所定の硬化剤とを含む樹脂組成物に、熱可塑性樹
脂と、所定の平均粒子径を有する無機微粒子とを含む樹脂組成物をマトリックス樹脂とし
て用いることにより、耐熱性、層間破壊靭性、耐衝撃性に優れた複合材料を与える技術が
提案されている。
【０００７】
　ここで、特許文献１および２では、シート状に引き揃えた炭素繊維の両面あるいは片面
に当て圧力を加えることにより、シリコーン離型紙などの上に均一に塗工した樹脂フィル
ム付きの離型紙シート（以降、単に「樹脂フィルム」と記すこともある）の熱硬化性樹脂
を含浸させて、プリプレグを作製する方法（以降、単に「１段含浸法」と記すこともある
）が開示されている。粒子等を含んだ熱硬化性樹脂を炭素繊維に含浸させると、大多数の
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粒子等は、炭素繊維によって「ろ過」され、炭素繊維層に入り込むことが実質上妨げられ
る。従って、当該方法を用いればプリプレグの表面に形成される樹脂層に選択的に粒子等
を配置できる。このように１段含浸法により得られたプリプレグを複数枚積層して得られ
た積層体を、例えばオートクレーブ等を用いて加熱・加圧して炭素繊維強化複合材料を成
形すると、プリプレグの表面に形成される樹脂層が重なり合って、炭素繊維強化複合材料
の層間の樹脂層として形成される。そのため１段含浸法は、炭素繊維強化複合材料の層間
の樹脂層に、粒子等を存在させるために適した方法である。
【０００８】
　また、プリプレグの製造方法について特許文献１および２では、シート状に引き揃えた
炭素繊維の両面あるいは片面に当て圧力を加えることにより、熱硬化性樹脂を含浸させて
一次プリプレグを作製し、熱可塑性の粒子等を熱硬化性樹脂に含んだ別の熱硬化性樹脂を
、樹脂フィルム（以降、単に「２次フィルム」と記すこともある）を用いてその両側、ま
たは片面貼着する方法（以降、単に「２段含浸法」と記すこともある）が開示されている
。この方法で得られたプリプレグは、プリプレグの表面の樹脂層に、さらに最適に粒子等
を配置することが可能となり、特許文献２の実施例８で説明されるように、１段含浸法を
用いた場合と同様に、優れた層間靭性、耐衝撃性が得られることが明らかにされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第５，０２８，４７８号明細書
【特許文献２】特開２００９－２４２４５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明者らは、鋭意検討した結果、炭素繊維強化複合材料において、優れた耐衝撃性を
得るためには、炭素繊維強化複合材料の層間の樹脂層に熱可塑性粒子を加えると共に、当
該樹脂層の厚みを充分に確保し、その厚みの均一性を保持することで優れた層間靭性、強
度を得ることが出来ることを明らかにした。さらに、適した大きさの粒子を層間の樹脂層
に配合することで、層間の樹脂層の厚みを保持出来ることも明らかにした。
【００１１】
　ここで、先行技術文献にて開示されている、１段含浸法または２段含浸法を用いて炭素
繊維強化複合材料を得る場合の層間の樹脂層の厚みについて詳細に検討した結果を説明す
る。
【００１２】
　まず、シート状に引き揃えた炭素繊維に所定の厚みの樹脂フィルムの熱硬化性樹脂組成
物を含浸させると、炭素繊維層の表面に樹脂層が形成したプリプレグが得られる。当該樹
脂層の厚みは、樹脂フィルム厚みに対して、熱硬化性樹脂組成物を炭素繊維に含浸させた
分だけ小さくなる。ここで、プリプレグの取り扱い性の観点から、プリプレグの両面の特
性を同等にするために、炭素繊維の両面から樹脂フィルムの熱硬化性樹脂組成物を含浸す
ることが好ましい。
【００１３】
　次に、得られたプリプレグを複数枚積層して積層体を得る。この際プリプレグ同士の層
間の樹脂層は、前記樹脂層がプリプレグ同士で重なり合うため、前記樹脂層の厚みのおよ
そ２倍となる。
【００１４】
　このように得られた該積層体を例えばオートクレーブ等を用いて加熱・加圧して炭素繊
維強化複合材料を成形すると、成形の際の加圧や樹脂フロー等で層間が圧縮されるため、
成形方法により多少の大小は有るものの、層間の樹脂層の厚みは、プリプレグの樹脂層の
厚みの２倍ではなく、１．２～１．８倍となることが判明した。
【００１５】
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　従って、本発明者らは、層間の樹脂層の厚みを保持するためには、層間の樹脂層の厚み
に適した粒径に制御した粒子等を、あらかじめ当該熱硬化性樹脂組成物に配合しておく必
要があることを明らかにした。
【００１６】
　ここで、一般に樹脂フィルムを得るための樹脂フィルミング方法は、ラッカー樹脂やホ
ットメルト樹脂をナイフエッジコーター方式やリバースロールコーター方式で塗工する、
いわゆるクリアランス制御による塗工方式を採用している。
【００１７】
　層間の樹脂厚みを保持するために２段含浸法を使用する場合、層間の厚みは比較的均一
に保持されやすいが、含浸を２度繰り返すために生産性が優れているとは言えない問題が
ある。
【００１８】
　それに対して、１段含浸法を用いる場合、フィルミング工程通過性やフィルム品位は良
好に維持出来、かつ加工性が２段含浸法に比べて大幅に向上するというメリットがある。
しかしながら、１段含浸法は「ろ過」により粒子等をプリプレグの表面に選択的に配置す
るため、炭素繊維層内に粒子等の一部が入り込み、層間の樹脂層の厚みを充分に確保出来
ない場合があり、そのような場合には、層間の樹脂層と炭素繊維層との界面（以降単に「
界面」と記すこともある）が乱れ、層間靭性や層間剪断強度が極端に低下した。このよう
な現象を防止する為、含浸圧力等を下げ過ぎると、炭素繊維層内への樹脂の含浸が不十分
となる箇所が発生し、このようなプリプレグを成形して炭素繊維強化複合材料とした際に
、当該箇所がボイドとなる問題がある。また粒子等の配合量を減らしたり、粒子等を小さ
くしすぎたりすると、層間の樹脂層の厚みを充分に確保できなくなるため、優れた層間靭
性、強度を得ることが出来なくなる問題がある。
【００１９】
　従って、１段含浸法において、優れた耐衝撃性を維持しながら、優れた含浸性、層間靭
性、層間剪断強度を得ることは、必ずしも容易ではないが、前記いずれの特許文献におい
ても、１段含浸法において、含浸性と界面がともに良好なプリプレグを得る方法について
具体的な開示がなされておらず、耐衝撃性、層間靭性、層間剪断強度に優れたボイドの少
ない炭素繊維強化複合材料を安定して得ることは困難であった。
【００２０】
　すなわち、本発明の解決しようとする課題は、１段含浸法において、優れた耐衝撃性と
層間靭性と層間剪断強度を兼ね備え、ボイドの少ない炭素繊維強化複合材料を提供可能な
、含浸性と界面がともに良好なプリプレグおよびその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　かかる課題を解決するための本発明は、以下の構成からなる。すなわち、以下の（１）
、（２）の構成を有する熱硬化性樹脂組成物を、シート状に引き揃えた炭素繊維の両面か
ら含浸させるプリプレグの製造方法であって、該プリプレグの樹脂含有率が２０～５０質
量％であり、含浸時の該熱硬化性樹脂組成物の粘度が０．１～１００Ｐａ・ｓであること
を特徴とするプリプレグの製造方法である。
（１）層間の樹脂層の厚みの平均値Ａμｍに対して、体積平均粒径が０．５Ａμｍ以下で
ある熱可塑性樹脂からなる第１の粒子（該熱硬化性樹脂組成物に可溶のものを除く）を該
熱硬化性樹脂組成物に対して１０～３０質量％含む。
（２）層間の樹脂層の厚みの平均値Ａμｍに対して、０．５Ａ～Ａμｍの体積平均粒径と
なるよう第１の粒子について乾式分級を行った第２の粒子（該熱硬化性樹脂組成物に可溶
のものを除く）を該熱硬化性樹脂組成物に対して０．５～５質量％含む。
　また、本発明の別の構成は、以下の（１）、（２）の構成を有する熱硬化性樹脂組成物
を、シート状に引き揃えた炭素繊維の両面から含浸させるプリプレグの製造方法であって
、該プリプレグの樹脂含有率が２０～５０質量％であり、含浸時の該熱硬化性樹脂組成物
の粘度が０．１～１００Ｐａ・ｓであることを特徴とするプリプレグの製造方法である。
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（１）層間の樹脂層の厚みの平均値Ａμｍに対して、体積平均粒径が０．５Ａμｍ以下で
ある熱可塑性樹脂からなる第１の粒子（該熱硬化性樹脂組成物に可溶のものを除く）を該
熱硬化性樹脂組成物に対して１０～３０質量％含む。
（２）層間の樹脂層の厚みの平均値Ａμｍに対して、０．５Ａ～Ａμｍの体積平均粒径で
ある第１の粒子とは異なる材質の第２の粒子（該熱硬化性樹脂組成物に可溶のものを除く
）を該熱硬化性樹脂組成物に対して０．５～５質量％含む。
【００２２】
　また本発明は、以下の（１）、（２）の構成を有する熱硬化性樹脂組成物が、シート状
に引き揃えられた炭素繊維の両面に含浸されてなるプリプレグであって、該プリプレグの
樹脂含有率が２０～５０質量％であり、ウォーターピックアップ法での含浸性が６．０質
量％以下であり、かつ以下の方法により得られた層間の樹脂層の厚みの標準偏差ＣＶμｍ
および層間の樹脂層の厚みの平均値Ａμｍについて、ＣＶが０．８５Ａμｍ以下であるこ
とを特徴とするプリプレグである。
（１）層間の樹脂層の厚みの平均値Ａμｍに対して、体積平均粒径が０．５Ａμｍ以下で
ある熱可塑性樹脂からなる第１の粒子（該熱硬化性樹脂組成物に可溶のものを除く）を該
熱硬化性樹脂組成物に対して１０～３０質量％含む。
（２）層間の樹脂層の厚みの平均値Ａμｍに対して、体積平均粒径が０．５Ａ～Ａμｍで
ある第１の粒子とは異なる材質の第２の粒子（該熱硬化性樹脂組成物に可溶のものを除く
）を該熱硬化性樹脂組成物に対して０．５～５質量％含む。
【００２３】
　ここで、層間の樹脂層の厚みの平均値および標準偏差（ＣＶ）とは、プリプレグを［＋
４５°／０°／－４５°／９０°］３ｓ構成で、２４プライ積層し、オートクレーブにて
、昇温速度１．５℃／分で加熱し、当該プリプレグの標準硬化温度（通常１８０℃）で２
時間、０．５９ＭＰａの圧力下、硬化させ得られた炭素繊維強化複合材料の断面を研磨し
た後、研磨した断面を５００倍に拡大して検鏡し、＋４５°／０°の層間の樹脂層の厚み
を、０．２ｍｍ間隔で、炭素繊維強化複合材料の幅方向に５０点読み取り、読み取った値
の平均値および標準偏差（ＣＶ）をとったものである。
【００２４】
　また、ウォーターピックアップ法での含浸性は、強化繊維の方向に対して、０°と９０
°を２辺として１００ｍｍ×１００ｍｍに切断したプリプレグの質量Ｗ１をあらかじめ測
定し、当該プリプレグの一辺をプリプレグの繊維方向を鉛直方向に配置し、端部から５ｍ
ｍの範囲（すなわち１００ｍｍ×５ｍｍ）を、水に５分間浸漬し、得られたプリプレグの
表面に付着した水分をウェス等でふき取った後の質量Ｗ２を求め、（Ｗ２－Ｗ１）から求
められる水分増加量をＷ１で除して百分率で表した値である。
【００２５】
　なお、標準偏差（ＣＶ）が小さいほど、良好な界面が形成されており、層間の厚みが均
一であることを意味する。高い含浸性を得ようとすると、含浸時に炭素繊維の配列が乱れ
やすくなるため、炭素繊維強化複合材料とした時に、良好な界面が形成されず、層間の樹
脂層の厚みの標準偏差（ＣＶ）が大きくなる傾向がある。
【００２６】
　また、上記プリプレグを複数枚積層した後、加熱硬化して、ボイド率が１．０％以下で
ある炭素繊維強化複合材料が提供される。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、優れた耐衝撃性、層間靭性、層間剪断強度を兼ね備えたボイドの少な
い炭素繊維強化複合材料を製造するために必要なプリプレグの製造方法、特に１段含浸法
に好適なプリプレグの製造方法を提供でき、含浸性と界面の形状がともに良好なプリプレ
グが得られる。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
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　プリプレグとは、強化繊維にマトリックス樹脂を含浸した成形中間基材であり、本発明
においては、強化繊維として炭素繊維が用いられ、マトリックス樹脂として熱硬化性樹脂
が用いられる。一般に、強化繊維にマトリックス樹脂を含浸させる際の含浸性は、含浸さ
せる時間、圧力に比例して高くなり、マトリックス樹脂の粘度に反比例して低くなるダル
シー則として知られている。本発明では、上記課題を解決するために、含浸性と良好な界
面を両方維持するために必要なプリプレグの製造方法を鋭意検討した結果、熱硬化性樹脂
の粘度および熱硬化性樹脂に配合する粒子等の粒径や配合量が、層間の樹脂層の厚みの維
持と、良好な界面の形成に大きく寄与していることに想到し、本発明に到ったものである
。
【００２９】
　本発明のプリプレグは、樹脂含有率が２０～５０質量％であることを必須とする。樹脂
含有率を２０質量％以上とすることで、熱硬化性樹脂の含浸不良を防ぐことが出来るため
、当該プリプレグを炭素繊維強化複合材料とした際に、ボイドの発生を防ぐことが出来る
。一方で、樹脂含有率が５０質量％以下とすることで、炭素繊維強化複合材料とした際の
繊維含有率低下による耐衝撃性、引張強度、圧縮強度の低下を防ぐことが出来る。
【００３０】
　なお、ここでいうプリプレグの樹脂含有率は、１００ｍｍ×１００ｍｍのプリプレグの
質量をあらかじめ計量しておき、当該プリプレグの熱硬化性樹脂を、有機溶剤を用いて溶
解除去し、１５０℃で１時間乾燥して得られた炭素繊維の質量からプリプレグの質量との
差を取って求めた熱硬化性樹脂の質量を、プリプレグの質量で除して百分率で表した値で
ある。
【００３１】
　優れた耐衝撃性を得るために、本発明のプリプレグは、第１の粒子として熱可塑性樹脂
からなる粒子を含有することを必須とし、その配合量は、該熱硬化性樹脂組成物中に１０
～３０質量％である。熱可塑性樹脂からなる粒子が１０質量％以上とすることで、十分な
耐衝撃性が得られる。また３０質量％以下とすることで、炭素繊維強化複合材料とした際
の耐衝撃性や層間剪断強度の低下を防ぐことが出来る。
【００３２】
　また、当該熱可塑性樹脂からなる第１の粒子は、層間の樹脂層の厚みの平均値Ａμｍに
対して、体積平均粒径が０．５Ａμｍ以下であることを必須とする。第１の粒子は、上記
の通り、熱硬化性樹脂組成物に対する配合量が１０～３０質量％と後述の第２の粒子の配
合量に比べて多いため、０．５Ａμｍ以下とすることで、熱硬化性樹脂組成物を炭素繊維
に含浸する際、炭素繊維層内に熱可塑性樹脂からなる粒子等の一部が入り込むことによる
界面の乱れを防ぎ、炭素繊維強化複合材料とした際の層間靭性や層間剪断強度を高く保つ
ことが出来る。
【００３３】
　なお、ここで言う熱可塑性樹脂からなる粒子の体積平均粒径は、市販の界面活性剤を添
加した水溶液等に熱可塑性樹脂からなる粒子を分散させ、レーザ回折／散乱式粒度分布測
定装置（例えばＬＡ－９２０：ＨＯＲＩＢＡ製など）を用いて測定を行うことで得られた
粒度の積算頻度が５０％となるときの粒径を読み取って求められるものである。
【００３４】
　また、本発明のプリプレグに用いる第２の粒子は、層間の樹脂層の厚みの平均値Ａμｍ
に対して、体積平均粒径が０．５Ａ～Ａμｍであることを必須とする。
【００３５】
　炭素繊維強化複合材料の層間の樹脂層の厚みに対して、適した大きさの粒子を配合する
ことで、層間の樹脂層の厚みを保持することが可能となり、剪断エネルギー吸収量が高く
なり、層間靭性が高くなる。また層間の粒子密度が相対的に小さくなり層間樹脂の剪断降
伏応力が向上するため、層間剪断強度も高くなる。
【００３６】
　第２の粒子の体積平均粒径を０．５Ａμｍ以上とすることで、層間の樹脂層の厚みを充
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分に保持出来るため、良好な層間靭性、層間剪断強度を得ることが出来る。また、体積平
均粒径をＡμｍ以下とすることで、フィルミング工程にて、粒子がコーターでのクリアラ
ンス間に引っかかり発生する、粒子のフィルミング工程の通過性の悪化や樹脂フィルム品
位の悪化を防ぐことが出来るとともに、プリプレグ工程において粒子が炭素繊維層に入り
込み界面が乱れを防ぎ、炭素繊維強化複合材料とした際の層間靭性や層間剪断強度を高く
保つことが出来る。層間の樹脂層の厚みを充分に保持するためには、樹脂層の厚みの平均
値Ａμｍに対して、第２の粒子の体積平均粒径を０．７Ａ～Ａμｍにすることが好ましく
、炭素繊維強化複合材料とした際に、より良好な層間靭性、層間剪断強度を得ることが出
来る。
【００３７】
　なお、ここでいう第２の粒子の体積平均粒径は、市販の界面活性剤を添加した水溶液等
に粒子を分散させ、レーザ回折／散乱式粒度分布測定装置（例えばＬＡ－９２０：ＨＯＲ
ＩＢＡ製など）を用いて測定を行うことで得られた粒度の積算頻度が５０％となるときの
粒径を読み取って求められるものである。
【００３８】
　また、本発明で用いる第２の粒子は、該熱硬化性樹脂組成物中に０．５～５質量％含ま
れていることを必須とする。０．５質量％以上とすることで、層間の樹脂層の厚みを充分
に保持出来るため、炭素繊維強化複合材料とした際に、良好な層間靭性、層間剪断強度を
得ることが出来る。一方で、５質量％以下とすることで、粒子を含む熱硬化性樹脂組成物
を炭素繊維に含浸する際、炭素繊維層内に粒子の一部が入り込むことによる界面の乱れを
防ぎ、炭素繊維強化複合材料とした際の層間靭性や層間剪断強度を高く保つことが出来る
。また、粒子を熱硬化性樹脂組成物に配合しすぎると、耐衝撃性が悪化する懸念があるが
、５質量％以下であれば、炭素繊維強化複合材料とした際の耐衝撃性が悪化することを防
ぐことが出来る。
【００３９】
　また、界面と含浸性がともに良好なプリプレグを得るためには、熱硬化性樹脂組成物を
炭素繊維に含浸させる際の粘度を適切に制御する必要がある。
【００４０】
　すなわち、本発明の製造方法で得られるプリプレグは、熱硬化性樹脂組成物の粘度が０
．１～１００Ｐａ・ｓとなるような条件の下で炭素繊維に含浸して製造される。
【００４１】
　熱硬化性樹脂組成物を含浸させる際、粘度を下げすぎると、炭素繊維が熱硬化性樹脂組
成物によって流動し、界面が乱れるため、炭素繊維強化複合材料とした際に、層間靭性や
層間剪断強度が低下する。ところが、粘度を０．１Ｐａ・ｓ以上とすることでこれを防ぐ
ことが出来る。一方で、１００Ｐａ・ｓ以下となるように炭素繊維に含浸させることで、
含浸性の低下を防ぐことができるため、炭素繊維強化複合材料とした際にボイドの発生を
抑制することが出来る。界面と含浸性がともに良好なプリプレグを得るためには、１～１
０Ｐａ・ｓであることが好ましい。
【００４２】
　なお、ここで言う熱硬化性樹脂組成物の粘度は、炭素繊維に含浸させる際の熱硬化性樹
脂組成物の温度（Ｔ℃）を、熱電対等を用いてあらかじめ測っておき、熱硬化性樹脂組成
物を動的粘弾性測定装置（例えば、レオメーターＲＤＡ２：レオメトリックス社製など）
を用い、パラレルプレートを用い、５０℃より昇温速度２℃／ｍｉｎで単純昇温し、歪み
１００％、周波数０．５Ｈｚ、プレート間隔 １ｍｍで測定を行うことで得られる粘弾性
曲線より、Ｔ℃での複素粘性率η＊を読みとったものをいう。
【００４３】
　本発明のプリプレグは、ウォーターピックアップ法での含浸性が６．０質量％以下で、
かつ樹脂層の厚みの標準偏差（ＣＶ）が、０．８５Ａμｍ以下のプリプレグである。かか
るプリプレグは、上述のプリプレグの製造方法を用いることにより好適に製造される。
【００４４】
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　ウォーターピックアップ法での含浸性が６．０質量％以下であれば、プリプレグでの充
分な含浸性が得られるため、ボイドの少ない炭素繊維強化複合材料を得ることが出来る。
一方で、含浸性を上げようとすると、炭素繊維層内に粒子が入り込み界面が乱されるため
、結果として樹脂層の厚みの標準偏差（ＣＶ）が大きくなるが、樹脂層の厚みの標準偏差
（ＣＶ）が０．８５Ａμｍ以下であれば、良好な界面が得られるため、炭素繊維強化複合
材料とした際に層間靭性や層間剪断強度の低下を防ぐことが出来る。好ましくは、０．６
０Ａμｍ以下、さらに好ましくは０．４０Ａμｍ以下である。
【００４５】
　本発明のプリプレグに用いる熱硬化性樹脂組成物としては、耐熱性、力学特性および炭
素繊維との接着性のバランスに優れているエポキシ樹脂が好ましく用いられ、特に、アミ
ン類、フェノール類、炭素・炭素二重結合を有する化合物を前駆体とするエポキシ樹脂を
用いることが好ましい。また、これらの熱硬化性樹脂は、加熱により自己硬化するもので
あっても良いし、硬化剤や硬化促進剤などを配合するものであっても良い。
【００４６】
　アミン類を前駆体とするエポキシ樹脂として、テトラグリシジルジアミノジフェニルメ
タン類、アミノフェノールのグリシジル化合物類、グリシジルアニリン類、キシレンジア
ミンのグリシジル化合物などが挙げられる。テトラグリシジルジアミノジフェニルメタン
類は航空機構造材としての複合材料用樹脂として耐熱性に優れるため好ましい。
【００４７】
　フェノール類を前駆体とするエポキシ樹脂として、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、
ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＳ型エポキシ樹脂、フェノールノボラ
ック型エポキシ樹脂、レゾルシノール型エポキシ樹脂が挙げられる。特に、２官能ビスフ
ェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂は、高温側の粘度の低下率
が比較的高いため、本発明でより好ましく用いることが出来る。
【００４８】
　炭素・炭素二重結合を有する化合物を前駆体とするエポキシ樹脂としては、多環式エポ
キシ樹脂等が挙げられる。
【００４９】
　これらのエポキシ樹脂は、単独で用いても良いし、適宜配合して用いてもよい。グリシ
ジルアミン型エポキシ樹脂と２官能グリシジルエーテル型エポキシ樹脂の組み合わせは、
耐熱性、耐水性および作業性を併せ持つために特に好ましい。
【００５０】
　本発明のプリプレグに用いる熱硬化性樹脂組成物の硬化剤としては、エポキシ基と反応
し得る活性基を有する化合物であればこれを用いることができるが、芳香族アミン類、ジ
シアンジアミド、二塩基酸ジヒドラジドの単体または、混合系を挙げることができる。芳
香族アミン類としては、メタフェニレンジアミン、ジアミノジフェニルメタン、ジアミノ
ジフェニルスルホン、メタキシレンジアミンなどが挙げられる。
【００５１】
　これらの硬化剤は、単独で用いても良いし、適宜配合して用いてもよい。芳香族アミン
類は、樹脂硬化物に耐熱性を付与することが出来るために特に好ましい。添加量は、エポ
キシ樹脂のエポキシ基と芳香族アミン類の活性水素の化学量論において対エポキシ０．７
～１．２等量となるように添加することが耐熱性付与の面から好ましい。
【００５２】
　本発明のプリプレグに用いる熱硬化性樹脂組成物には、ゴム粒子、エポキシ樹脂以外の
熱硬化性樹脂、硬化促進剤、難燃剤、シランカップリング剤、マトリックス樹脂に可溶の
熱可塑性樹脂を１種または２種以上含有させることが出来る。エポキシ樹脂組成物の粘度
制御の面からは可溶性熱可塑性樹脂をより好ましく用いることが出来る。
【００５３】
　ゴム粒子としては架橋ゴム粒子、及び架橋ゴム粒子の表面に異種ポリマーをグラフト重
合したコアシェルゴム粒子が挙げられる。
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【００５４】
　エポキシ樹脂以外の熱硬化性樹脂としては、シアネートエステル樹脂、ビスマレイミド
樹脂、ベンゾオキサジン樹脂などが使用できる。
【００５５】
　可溶性熱可塑性樹脂とは、エポキシ樹脂を配合するときに、通常温度を常温より高く設
定して混練処理した際に、エポキシ樹脂に対してマクロ的に均一に混合される熱可塑性樹
脂を指し、常温に戻したときに微細な相に分離するもの、均一相を保つものを含み、具体
的には、ポリエーテルスルホン、ポリスルホン、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリ
カーボネート、ポリエーテルエーテルスルホン、ボリビニルホルマール、ポリメタクリル
酸メチルなどが好ましく用いられる。
【００５６】
　本発明のプリプレグに用いる熱硬化性樹脂組成物の必須成分である、熱可塑性樹脂から
なる第１の粒子としては、アクリル系粒子やポリアミド系粒子、ポリイミド系粒子、ポリ
エーテルイミド系粒子が好ましく用いられる。なかでも、優れた靭性のため耐衝撃性を大
きく向上できる、ポリアミドは最も好ましい。ポリアミドの中でも、ナイロン１２、ナイ
ロン１１、ナイロン６、ナイロン６／１２共重合体や特開平０１－１０４６２４号公報の
実施例１記載のエポキシ化合物にてセミＩＰＮ（高分子相互侵入網目構造）化されたナイ
ロン（セミＩＰＮナイロン）は、熱硬化性樹脂との接着強度が特に良好であることから、
落錘衝撃後の炭素繊維強化複合材料の残存圧縮強度が高く、耐衝撃性の向上効果が高いた
め好ましい。
【００５７】
　本発明のプリプレグに用いる熱硬化性樹脂組成物の必須成分である第２の粒子は、ゴム
粒子、熱可塑性粒子、無機粒子など、任意の粒子を用いることが出来るが、前記の熱可塑
性樹脂からなる粒子と同じ材質のものを用いることで、耐衝撃性を高次元で維持出来るた
め、好ましく用いられる。また、フィルミング工程の通過性の悪化や樹脂フィルム品位の
悪化を防ぐことができるため、球状の粒子が好ましく用いられる。
【００５８】
　第２の粒子の材料としては、金属、ポリアセチレン、ポリアニリン、ポリピロール、ポ
リチオフェン、ポリイソチアナフテン、ポリエチレンジオキシチオフェン、カーボン、シ
リカ、チタニア、アルミナ、ジルコニア、三酸化タングステン、五酸化バナジウム、チタ
ン酸バリウム、チタン酸カリウムなどが例示される。また、例えば、無機材料の核が導電
性物質で被覆されてなる粒子や有機材料の核が導電性物質で被覆されてなる粒子などを用
いても良い。
【００５９】
　所定の粒径の第２の粒子を得るために、必要に応じて乾式分級装置（例えば、ＴＴＰＳ
セパレーター（ホソカワミクロン（株）製）等を用いて分級を行っても良い。
【００６０】
　また、本発明に用いる粒子は、通常の混合操作によって熱硬化性樹脂組成物に分散させ
ることが出来る。
【００６１】
　本発明のプリプレグは、シート状に引き揃えた炭素繊維の両面に当て圧力を加えること
により、シリコーン離型紙などの上に均一に塗工した樹脂フィルムの熱硬化性樹脂組成物
を含浸させる方法を用いて、得ることが出来る。当該方法は粒子等を含んだ熱硬化性樹脂
組成物を炭素繊維に含浸させる際に、樹脂粘度を適切に設定し、圧力等の含浸条件を適切
に設定することによって大多数の粒子等は、炭素繊維によって「ろ過」され、炭素繊維層
に入り込むことが実質上妨げられるため、プリプレグの表面に選択的に粒子等を配置する
ことが出来るため、好適に用いることが出来る。
【００６２】
　本発明のプリプレグは、それらを複数枚積層した後、オーブン中で加熱成形することで
、炭素繊維強化複合材料を得ることが出来る。この際必要に応じて成形体外部を加圧して
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、内部を脱気、真空化しても良い。具体的に加圧・加熱を付与する方法としては、プレス
成形法、オートクレーブ成形法、真空成形法、ラッピングテープ法および内圧成形法等が
採用され、特にオートクレーブ成形法が好ましく用いられる。なお、プリプレグの標準硬
化温度は、ＤＳＣ（示差走査熱量測定）を用いて、熱硬化性樹脂組成物１５．０ｍｇを昇
温速度１０℃／分で加熱し、縦軸に熱流、横軸に温度をとった曲線から、熱流の減少が開
始する変曲点と増加が終了する変曲点とを結ぶ基準線と、熱流の減少が開始する変曲点の
熱流値と熱流の極小値（極小値が複数ある場合は最も低温側の極小値とする）の平均値に
位置する曲線の線型近似直線との交点温度（Ｔ０℃）を読み取り、Ｔ０±３０℃の範囲か
ら決定することが出来る。本発明のプリプレグは、含浸に特に優れており、ボイドの少な
い炭素繊維強化複合材料を得ることができる。
【００６３】
　当該炭素繊維強化複合材料のボイド率は１．０％以下であることが好ましい。なお、ボ
イド率は、炭素繊維強化複合材料の研磨した横断面を倍率１００倍に拡大して検鏡し、３
ｍｍ×３ｍｍを単位面積とする検鏡範囲において、炭素繊維層内のボイドの面積を測定し
、これと単位面積との比をとって求められるものである。
【００６４】
　本発明で用いられる炭素繊維は、高い剛性を得るために少なくとも２６０ＧＰａの引張
弾性率を有する炭素繊維であることが好ましいが、良好な耐衝撃性を得るためには、４４
０ＧＰａ以下の引張弾性率を有する炭素繊維であることが好ましい。かかる観点から、引
張弾性率が２８０～４００ＧＰａの範囲が剛性と耐衝撃性とを高い次元で両立可能なこと
から特に好ましい。
【００６５】
　また、耐衝撃性の観点からは耐衝撃性に優れ、高い剛性および機械強度を有する複合材
料が得られることから、引張強度が４．４～６．５ＧＰａであり、引張伸度が１ ．７～
２．３％の高強度高伸度炭素繊維であることが好ましい。従って、高い剛性および耐衝撃
性を両立する点から、引張弾性率が少なくとも２８０ＧＰａであり、引張強度が少なくと
も４ ．４ＧＰａであり 、引張伸度が少なくとも１ ．７％であるという特性を兼ね備え
た炭素繊維が最も適している。
【００６６】
　なお、引張弾性率、引張強度および引張伸度は、ＪＩＳ Ｒ７６０１－１９８６に記載
されるストランド引張試験により測定することができる。
【００６７】
　本発明で得られる炭素繊維強化複合材料は、０°引張強度が２９００ＭＰａ以上、０°
圧縮強度が１４００ＭＰａ以上、耐衝撃性が２６０ＭＰａ以上、層間靭性（Ｇｉｉｃ）が
２７００Ｊ／ｍ２以上、層間剪断強度が９０ＭＰａ以上であることが好ましい。
【００６８】
　なお、０°引張強度は、ＳＡＣＭＡ　ＳＲＭ　４Ｒ－９４に記載される引張試験により
測定することが出来る。また、０°圧縮強度は、ＳＡＣＭＡ　ＳＲＭ　１Ｒ－９４に記載
される圧縮試験により測定することが出来る。また、耐衝撃性は、ＳＡＣＭＡ　ＳＲＭ　
２Ｒ－９４に従い、サンプルの中心部に６．７Ｊ／ｍｍの落錘衝撃を与えた後の、衝撃後
圧縮試験により測定することが出来る。また、層間靭性（Ｇｉｉｃ）は、ＪＩＳ　Ｋ　７
０８６－１９９３に記載される３点曲げ試験により測定することが出来る。また、層間剪
断強度は、ＳＡＣＭＡ　ＳＲＭ　８Ｒ－９４に記載される３点曲げ試験により測定するこ
とが出来る。
【００６９】
　本発明の炭素繊維強化複合材料は、強度、剛性、耐衝撃性および導電性等に優れている
ことから航空宇宙用途、一般産業用途等に広く用いられる。より具体的には、航空宇宙用
途では、主翼、尾翼、胴体材およびフロアビーム等の航空機一次構造部材用途、フラップ
、エルロン、カウル、フェアリングおよび内装材等の航空機二次構造部材用途、ロケット
モーターケースおよび人工衛星構造材用途等に好ましく用いられる。このような航空宇宙
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用途の中でも、特に耐衝撃性および耐雷性が必要な航空機一次構造材用途、特に胴体スキ
ン、主翼スキン、および尾翼スキンにおいて、本発明による炭素繊維強化複合材料が特に
好ましく用いられる。また、一般産業用途では、自動車、船舶および鉄道車両等の移動体
の構造材、ドライブシャフト、板バネ、風車の羽根、圧力容器、フライホイール、製紙用
ローラ、屋根材、ケーブル、補強筋、ＩＣトレイやノートパソコンの筐体（ハウジング）
などのコンピュータ用途および補修補強材料等の土木・建築材料用途等に好ましく用いら
れる。これらの中でも、自動車外板、船舶外板、鉄道外板、風車の羽根、および、ＩＣト
レイやノートパソコンの筐体（ハウジング）において、本発明による炭素繊維強化複合材
料が特に好ましく用いられる。
【実施例】
【００７０】
　以下、実施例により、本発明について、さらに具体的に説明する。各実施例のプリプレ
グを得るために、下記の原料を用いた。
【００７１】
　＜熱硬化性樹脂＞
・テトラグリシジルジアミノジフェニルメタン、“スミエポキシ（登録商標）”ＥＬＭ４
３４（住友化学（株）製）
・ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、“ｊＥＲ（登録商標）”８２８（三菱化学（株）製
）
・ポリエーテルスルホン、“スミカエクセル（登録商標）”ＰＥＳ５００３Ｐ（住友化学
（株）製）
・４，４’－ジアミノジフェニルスルホン（三井化学ファイン（株）製）。
【００７２】
　＜第１の粒子：熱可塑性樹脂粒子＞
・下記の製造方法で得られたエポキシ変性ナイロン粒子
　透明ポリアミド（商品名“グリルアミド（登録商標）”－ＴＲ５５、エムザベルケ社製
）９０質量部、エポキシ樹脂（商品名“エピコート（登録商標）”８２８、油化シェル（
株）社製）７．５質量部および硬化剤（商品名“トーマイド（登録商標）”＃２９６、富
士化成工業（株）社製）２．５質量部を、クロロホルム３００質量部とメタノール１００
質量部の混合溶媒中に添加して均一溶液を得た。次に、得られた均一溶液を塗装用のスプ
レーガンを用いて霧状にして、良く撹拌して３０００質量部のｎ－ヘキサンの液面に向か
って吹き付けて溶質を析出させた。析出した固体を濾別し、ｎ－ヘキサンで良く洗浄した
後に、１００℃の温度で２４時間の真空乾燥を行い、真球状のエポキシ変性ナイロン粒子
を得た。特記したもの以外は、体積平均粒径が１３μｍのエポキシ変性ナイロン粒子を用
いた。
【００７３】
　＜第２の粒子＞
・第１の粒子と同一のエポキシ変性ナイロン粒子
・カーボン粒子“ベルパール（登録商標）”Ｃ－２０００（エア・ウォーター（株）製）
　所定の粒度の粒子を得るために、ＴＴＰＳセパレーター（ホソカワミクロン（株）製）
を用いて乾式分級を行った。
【００７４】
　＜炭素繊維＞
　特記以外は、“トレカ（登録商標）”Ｔ８００ＳＣ－２４Ｋ（繊維数２４，０００本、
引張強度５．９ＧＰａ、引張弾性率２９０ＧＰａ、引張伸度２．０％、東レ（株）製）を
使用した。
【００７５】
　次に、各実施例のプリプレグは下記のように製造した。
【００７６】
　＜樹脂フィルム＞
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　表１に記載した熱硬化性樹脂組成物の原料をニーダーで混練後、混練して得られた熱硬
化性樹脂組成物を、リバースロールコーター方式の樹脂コーティング装置を用いて、シリ
コーンを塗布した離型紙上に均一に塗工して、幅１ｍの樹脂フィルムとした。
【００７７】
　＜プリプレグ＞
　均一に引き揃えた炭素繊維の両面から得られた樹脂フィルムを挟み込み、プレスロール
を用いて加熱、加圧して、炭素繊維に熱硬化性樹脂組成物が含浸したプリプレグを得た。
含浸時の熱硬化性樹脂の粘度を調整するため、含浸温度の調整を行った。
【００７８】
　なお、本実施例で、プリプレグの樹脂含有率、含浸時の熱硬化性樹脂組成物の粘度、導
電性粒子の体積平均径、ウォーターピックアップ法での含浸性、樹脂層の厚みの平均値と
標準偏差、炭素繊維強化複合材料のボイド率および炭素繊維強化複合材料の耐衝撃性、層
間靭性（Ｇｉｉｃ）、層間剪断強度は、明細書中に記載した方法と同様の方法により求め
た。
【００７９】
　（実施例１）
　熱硬化性樹脂組成物として、ＥＬＭ４３４を５０質量％、“ｊＥＲ（登録商標）”８２
８を１０質量％、４，４’－ＤＤＳを１９質量％、ＰＥＳ５００３Ｐを５質量％、第１の
粒子としてエポキシ変性ナイロン粒子を１５質量％、第２の粒子としてエポキシ変性ナイ
ロン粒子を１．０質量％用いた。第２の粒子は体積平均粒径が３６μｍのものを用いた。
【００８０】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が３３質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は２Ｐａ
・ｓとした。
【００８１】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは３．４質量％、樹脂層の厚みの平均値
Ａは４４μｍ、樹脂層の厚みの標準偏差（ＣＶ）は０．３６Ａμｍと、含浸性、脂層の厚
み、界面はいずれも良好であった。
【００８２】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．０％と良好であった。耐衝撃性は３１８ＭＰａ、層間靭性は３１８０Ｊ／ｍ２、層間剪
断強度は１０７ＭＰａといずれも良好であった。なお、本実施例における炭素繊維強化複
合材料の０°引張強度は３２００ＭＰａ、０°引張弾性率は１５７ＧＰａ、０°圧縮強度
は１７００ＭＰａであった。
【００８３】
　（実施例２）
　第２の粒子をＣ－２０００に変更した以外は、実施例１と同様の原料を同様の配合比で
熱硬化性樹脂組成物に用いた。第２の粒子は体積平均粒径が３６μｍのものを用いた。
【００８４】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が３３質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は２Ｐａ
・ｓとした。
【００８５】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは３．６質量％、樹脂層の厚みの平均値
Ａは４５μｍ、樹脂層の厚みの標準偏差（ＣＶ）は０．３７Ａμｍと、含浸性、脂層の厚
み、界面はいずれも良好であった。
【００８６】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．０％と良好であった。耐衝撃性は３２０ＭＰａ、層間靭性は３１５０Ｊ／ｍ２、層間剪
断強度は１０５ＭＰａといずれも良好であった。
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【００８７】
　（実施例３）
　実施例１と同様の原料を同様の配合比で熱硬化性樹脂組成物に用いた。第２の粒子は体
積平均粒径が３６μｍのものを用いた。
【００８８】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が２０質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は４Ｐａ
・ｓとした。
【００８９】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは５．６質量％、樹脂層の厚みの平均値
Ａは３７μｍ、樹脂層の厚みの標準偏差（ＣＶ）は０．７６Ａμｍと、樹脂含有率が下が
ったため、含浸性、樹脂層の厚みの平均値は若干悪化し、含浸の際に粒子の一部が炭素繊
維層内に入り込み、界面も若干悪化したものの、良好と言えるレベルであった。
【００９０】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．８％と悪化したものの、良好と言えるレベルであった。耐衝撃性は３２５ＭＰａと良好
であった。樹脂層の厚みの平均値および界面が若干悪化した影響で、層間靭性は２７１０
Ｊ／ｍ２、層間剪断強度は９３ＭＰａといずれも若干悪化した。
【００９１】
　（実施例４）
　実施例１と同様の原料を同様の配合比で熱硬化性樹脂組成物に用いた。第２の粒子は体
積平均粒径が３６μｍのものを用いた。
【００９２】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が５０質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は０．７
Ｐａ・ｓとした。
【００９３】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは２．６質量％と、含浸性は良好であっ
た。樹脂層の厚みの平均値Ａは４２μｍと良好であったが、樹脂層の厚みの標準偏差（Ｃ
Ｖ）は０．６８Ａμｍと、含浸時の熱硬化性樹脂の粘度が低く、炭素繊維が熱硬化性樹脂
組成物により流動したため、界面が若干悪化したものの、良好と言えるレベルであった。
【００９４】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．０％と良好であった。樹脂含有率が高く、炭素繊維強化複合材料の繊維含有率が低下し
たため、耐衝撃性は２７０ＭＰａ、界面が若干悪化した影響で、層間靭性は２８１０Ｊ／
ｍ２、層間剪断強度は９７ＭＰａといずれも若干悪化した。
【００９５】
　（実施例５）
　実施例１と同様の原料を同様の配合比で熱硬化性樹脂組成物に用いた。第２の粒子は体
積平均粒径が１９μｍのものを用いた。
【００９６】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が３３質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は３Ｐａ
・ｓとした。
【００９７】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは２．８質量％と、含浸性は良好であっ
た。樹脂層の厚みの平均値Ａは３３μｍと、粒子が小さいため厚みが保持できなくなり、
若干悪化したが、良好といえるレベルであった。樹脂層の厚みの標準偏差（ＣＶ）は０．
３９Ａμｍと良好であった。
【００９８】
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　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．０％、耐衝撃性は３０４ＭＰａといずれも良好であった。樹脂層の厚みが若干悪化した
影響で、層間靭性は２８８０Ｊ／ｍ２、層間剪断強度は９５ＭＰａといずれも若干悪化し
た。
【００９９】
　（実施例６）
　ＥＬＭ４３４を５２質量％、ＰＥＳ５００３Ｐを３質量％に変更した以外は、実施例１
と同様の原料を同様の配合比で熱硬化性樹脂組成物に用いた。第２の粒子は体積平均粒径
が３６μｍのものを用いた。
【０１００】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が３３質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は０．１
Ｐａ・ｓとした。
【０１０１】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは２．５質量％と、含浸性は良好であっ
た。樹脂層の厚みの標準偏差（ＣＶ）は０．８２Ａμｍと、含浸時の熱硬化性樹脂の粘度
が低く、炭素繊維が熱硬化性樹脂組成物により流動したため、界面が悪化したものの、良
好と言えるレベルであった。樹脂層の厚みの平均値Ａは４９μｍと良好であったが、炭素
繊維が熱硬化性樹脂組成物により流動し、界面が悪化した影響で見かけ上良好な値が得ら
れた。
【０１０２】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．０％、耐衝撃性は２９７ＭＰａといずれも良好であった。界面が若干悪化した影響で、
層間靭性は２７４０Ｊ／ｍ２、層間剪断強度は９４ＭＰａといずれも若干悪化した。
【０１０３】
　（実施例７）
　実施例１と同様の原料を同様の配合比で熱硬化性樹脂組成物に用いた。第２の粒子は体
積平均粒径が３６μｍのものを用いた。
【０１０４】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が３３質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は９１Ｐ
ａ・ｓとした。
【０１０５】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは５．８質量％と、含浸時の熱硬化性樹
脂の粘度が高く、含浸性が悪化したものの、良好と言えるレベルであった。樹脂層の厚み
の平均値Ａは４６μｍ、樹脂層の厚みの標準偏差（ＣＶ）は０．３３Ａμｍと、良好であ
った。
【０１０６】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．９％と悪化したものの、良好といえるレベルであった。耐衝撃性は３１２ＭＰａ、層間
靭性は３１５０Ｊ／ｍ２、層間剪断強度は１０５ＭＰａといずれも良好であった。
【０１０７】
　（実施例８）
　ＥＬＭ４３４を５０．５質量％、第２の粒子としてエポキシ変性ナイロン粒子を０．５
質量％に変更した以外は、実施例１と同様の原料を同様の配合比で熱硬化性樹脂組成物に
用いた。第２の粒子は体積平均粒径が３６μｍのものを用いた。
【０１０８】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が３３質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は１Ｐａ
・ｓとした。
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【０１０９】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは３．８質量％と、含浸性は良好であっ
た。樹脂層の厚みの平均値Ａは３７μｍと、第２の粒子の配合量が少ないため厚みが保持
できなくなり、若干悪化したが、良好といえるレベルであった。樹脂層の厚みの標準偏差
（ＣＶ）は０．３８Ａμｍと良好であった。
【０１１０】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．０％、耐衝撃性は３０６ＭＰａといずれも良好であった。樹脂層の厚みが若干悪化した
影響で、層間靭性は２９２０Ｊ／ｍ２、層間剪断強度は９９ＭＰａといずれも若干悪化し
た。
【０１１１】
　（実施例９）
　ＥＬＭ４３４を４８．５質量％、“ｊＥＲ（登録商標）”８２８を９質量％、４，４’
－ＤＤＳを１８質量％、第２の粒子としてエポキシ変性ナイロン粒子を４．５質量％に変
更した以外は、実施例１と同様の原料を同様の配合比で熱硬化性樹脂組成物に用いた。第
２の粒子は体積平均粒径が３６μｍのものを用いた。
【０１１２】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が３３質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は５Ｐａ
・ｓとした。
【０１１３】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは４．０質量％と、含浸性は良好であっ
た。樹脂層の厚みの平均値Ａは４７μｍと良好であったが、樹脂層の厚みの標準偏差（Ｃ
Ｖ）は０．７４Ａμｍと、第２の粒子の配合量が多いため、含浸の際に粒子の一部が炭素
繊維層内に入り込み、界面が若干悪化したものの、良好と言えるレベルであった。
【０１１４】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．２％、耐衝撃性は２９５ＭＰａといずれも良好であった。界面が若干悪化した影響で、
層間靭性は２７８０Ｊ／ｍ２、層間剪断強度は９８ＭＰａといずれも若干悪化した。
【０１１５】
　（実施例１０）
　プリプレグに用いる炭素繊維として“トレカ（登録商標）”Ｔ３００－１２Ｋ（繊維数
１２，０００本、引張強度３．５ＧＰａ、引張弾性率２３０ＧＰａ、引張伸度１．５％、
東レ（株）製）を使用した。本実施例における炭素繊維強化複合材料の０°引張強度は１
７００ＭＰａ、０°引張弾性率は１３５ＧＰａ、０°圧縮強度は１６００ＭＰａであった
。
【０１１６】
　実施例１と同様の原料を同様の配合比で熱硬化性樹脂組成物に用いた。第２の粒子は体
積平均粒径が３６μｍのものを用いた。
【０１１７】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が３３質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は２Ｐａ
・ｓとした。
【０１１８】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは３．６質量％、樹脂層の厚みの平均値
Ａは４３μｍ、樹脂層の厚みの標準偏差（ＣＶ）は０．３７Ａμｍと、含浸性、脂層の厚
み、界面はいずれも良好であった。
【０１１９】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．０％と良好であった。耐衝撃性は２６７ＭＰａと若干悪化したものの、良好といえるレ
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ベルであった。層間靭性は３０８０Ｊ／ｍ２、層間剪断強度は１０２ＭＰａといずれも良
好であった。
【０１２０】
【表１】

【０１２１】
　（比較例１）
　実施例１と同様の原料を同様の配合比で熱硬化性樹脂組成物に用いた。第２の粒子は体
積平均粒径が１３μｍのものを用いた。
【０１２２】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が１８質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は３Ｐａ
・ｓとした。
【０１２３】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは６．８質量％と、樹脂層の厚みの平均
値Ａは３２μｍ、樹脂層の厚みの標準偏差（ＣＶ）は０．９１Ａμｍと、樹脂含有率が下
がったため、含浸性、樹脂層の厚みの平均値が極端に悪化した。また、含浸の際に粒子の
一部が炭素繊維層内に入り込み、界面も極端に悪化した。
【０１２４】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は１
．４％と極端に悪化した。耐衝撃性は３０１ＭＰａと良好であった。樹脂層の厚みの平均
値および界面が悪化した影響で、層間靭性は２５８０Ｊ／ｍ２、層間剪断強度は８４ＭＰ
ａといずれも極端に悪化した。
【０１２５】
　（比較例２）
　実施例１と同様の原料を同様の配合比で熱硬化性樹脂組成物に用いた。第２の粒子は体
積平均粒径が１３μｍのものを用いた。
【０１２６】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が５２質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は１Ｐａ
・ｓとした。
【０１２７】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは２．８質量％と、含浸性は良好であっ
た。樹脂層の厚みの平均値Ａは５１μｍと良好であったが、樹脂層の厚みの標準偏差（Ｃ
Ｖ）は０．８０Ａμｍと、含浸時の樹脂量が多く、炭素繊維が熱硬化性樹脂組成物により
流動したため、界面が若干悪化したものの、良好と言えるレベルであった。
【０１２８】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
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．０％と良好であった。樹脂含有率が多く、炭素繊維強化複合材料の繊維含有率が低下し
たため、耐衝撃性は２５７ＭＰａと極端に悪化した。また、界面が若干悪化した影響で、
層間靭性は２７８０Ｊ／ｍ２、層間剪断強度は９４ＭＰａといずれも若干悪化した。
【０１２９】
　（比較例３）
　実施例１と同様の原料を同様の配合比で熱硬化性樹脂組成物に用いた。第１の粒子は体
積平均粒径が３０μｍのものを、第２の粒子は体積平均粒径が３６μｍのものを用いた。
【０１３０】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が３３質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は３Ｐａ
・ｓとした。
【０１３１】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは３．５質量％と、含浸性は良好であっ
た。樹脂層の厚みの平均値Ａは４３μｍと良好であったが、樹脂層の厚みの標準偏差（Ｃ
Ｖ）は０．８８Ａμｍと、第１の粒子が大きいため、含浸の際に粒子の一部が炭素繊維層
内に入り込み、界面が極端に悪化した。
【０１３２】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．０％、耐衝撃性は２９５ＭＰａと良好であったが、界面が極端に悪化した影響で、層間
靭性は２５８０Ｊ／ｍ２、層間剪断強度は８３ＭＰａといずれも極端に悪化した。
【０１３３】
　（比較例４）
　実施例１と同様の原料を同様の配合比で熱硬化性樹脂組成物に用いた。第２の粒子は体
積平均粒径が１５μｍのものを用いた。
【０１３４】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が３３質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は２Ｐａ
・ｓとした。
【０１３５】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは３．４質量％と、含浸性は良好であっ
た。樹脂層の厚みの平均値Ａは２８μｍと、第２の粒子が小さいため厚みが保持できなく
なり、極端に悪化した。樹脂層の厚みの標準偏差（ＣＶ）は０．３９Ａμｍと良好であっ
た。
【０１３６】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．０％、耐衝撃性は３０１ＭＰａといずれも良好であった。樹脂層の厚みが悪化した影響
で、層間靭性は２６９０Ｊ／ｍ２、層間剪断強度は８９ＭＰａといずれも悪化した。
【０１３７】
　（比較例５）
　ＥＬＭ４３４を５１質量％、“ｊＥＲ（登録商標）”８２８を１２質量％、ＰＥＳ５０
０３Ｐを２質量％に変更した以外は、実施例１と同様の原料を同様の配合比で熱硬化性樹
脂組成物に用いた。第２の粒子は体積平均粒径が３６μｍのものを用いた。
【０１３８】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が３３質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は０．０
６Ｐａ・ｓとした。
【０１３９】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは２．２質量％と、含浸性は良好であっ
た。樹脂層の厚みの標準偏差（ＣＶ）は０．９１Ａμｍと、含浸時の熱硬化性樹脂の粘度
が低く、炭素繊維が熱硬化性樹脂組成物により流動したため、界面が極端に悪化した。樹
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脂層の厚みの平均値Ａは５９μｍであったが、炭素繊維が熱硬化性樹脂組成物により流動
し、界面が極端に悪化した影響で見かけ上良好な値が得られた。
【０１４０】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．０％、耐衝撃性は２９５ＭＰａといずれも良好であった。界面が極端に悪化した影響で
、層間靭性は２１００Ｊ／ｍ２、層間剪断強度は７９ＭＰａといずれも極端に悪化した。
【０１４１】
　（比較例６）
　実施例１と同様の原料を同様の配合比で熱硬化性樹脂組成物に用いた。第２の粒子は体
積平均粒径が３６μｍのものを用いた。
【０１４２】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が３３質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は１１０
Ｐａ・ｓとした。
【０１４３】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは６．５質量％と、含浸時の熱硬化性樹
脂の粘度が高く、含浸性が極端に悪化した。樹脂層の厚みの平均値Ａは４８μｍ、樹脂層
の厚みの標準偏差（ＣＶ）は０．３５Ａμｍといずれも良好であった。
【０１４４】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は１
．３％と、極端に悪化した。耐衝撃性は３０８ＭＰａ、層間靭性は３０９０Ｊ／ｍ２、層
間剪断強度は１０２ＭＰａといずれも良好であった。
【０１４５】
　（比較例７）
　ＥＬＭ４３４を５０．６質量％、第２の粒子としてエポキシ変性ナイロン粒子を０．３
質量％に変更した以外は、実施例１と同様の原料を同様の配合比で熱硬化性樹脂組成物に
用いた。第２の粒子は体積平均粒径が３６μｍのものを用いた。
【０１４６】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が３３質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は１Ｐａ
・ｓとした。
【０１４７】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは３．６質量％と、含浸性は良好であっ
た。樹脂層の厚みの平均値Ａは３２μｍと、第２の粒子の配合量が少ないため厚みが保持
できなくなり、極端に悪化した。樹脂層の厚みの標準偏差（ＣＶ）は０．３８Ａμｍと良
好であった。
【０１４８】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．０％、耐衝撃性は２８５ＭＰａといずれも良好であった。樹脂層の厚みが極端に悪化し
た影響で、層間靭性は２６９０Ｊ／ｍ２、層間剪断強度は８７ＭＰａといずれも極端に悪
化した。
【０１４９】
　（比較例８）
　ＥＬＭ４３４を４９質量％、“ｊＥＲ（登録商標）”８２８を８質量％、４，４’－Ｄ
ＤＳを１７質量％、第２の粒子としてエポキシ変性ナイロン粒子を６．０質量％に変更し
た以外は、実施例１と同様の原料を同様の配合比で熱硬化性樹脂組成物に用いた。第２の
粒子は体積平均粒径が３６μｍのものを用いた。
【０１５０】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が３３質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は４Ｐａ
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・ｓとした。
【０１５１】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは４．５質量％と、含浸性は良好であっ
た。樹脂層の厚みの平均値Ａは５１μｍと良好であったが、樹脂層の厚みの標準偏差（Ｃ
Ｖ）は０．８７Ａμｍと、第２の粒子の配合量が多いため、含浸の際に粒子の一部が炭素
繊維層内に入り込み、界面が極端に悪化した。
【０１５２】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．３％、耐衝撃性は２８９ＭＰａといずれも良好であった。界面が極端に悪化した影響で
、層間靭性は２５４０Ｊ／ｍ２、層間剪断強度は８５ＭＰａといずれも極端に悪化した。
【０１５３】
　（比較例９）
　ＥＬＭ４３４を５５質量％、“ｊＥＲ（登録商標）”８２８を１２質量％、第１の粒子
としてエポキシ変性ナイロン粒子を８質量％に変更した以外は、実施例１と同様の原料を
同様の配合比で熱硬化性樹脂組成物に用いた。第２の粒子は体積平均粒径が３６μｍのも
のを用いた。
【０１５４】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が３３質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は３Ｐａ
・ｓとした。
【０１５５】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは２．６質量％と、含浸性は良好であっ
た。樹脂層の厚みの平均値Ａは３０μｍと、エポキシ変性ナイロン粒子の配合量が少なく
、極端に悪化した。樹脂層の厚みの標準偏差（ＣＶ）は０．４３Ａμｍと、第１の粒子の
配合量が少なく、含浸の際に粒子の一部が炭素繊維層内に入り込み易くなり、界面が若干
悪化した。
【０１５６】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．０％と良好であった。耐衝撃性は、エポキシ変性ナイロン粒子の配合量が少ないため、
２４５ＭＰａと極端に悪化した。樹脂層の厚みが極端に悪化し、かつ界面が若干悪化した
影響で、層間靭性は２６１０Ｊ／ｍ２、層間剪断強度は８９ＭＰａといずれも極端に悪化
した。
【０１５７】
　（比較例１０）
　熱硬化性樹脂組成物として、ＥＬＭ４３４を４２質量％、“ｊＥＲ（登録商標）”８２
８を８質量％、４，４’－ＤＤＳを１５質量％、ＰＥＳ５００３Ｐを２質量％、第１の粒
子としてエポキシ変性ナイロン粒子を３２質量％、第２の粒子としてエポキシ変性ナイロ
ン粒子を１．０質量％用いた。第２の粒子は体積平均粒径が３６μｍのものを用いた。
【０１５８】
　当該熱硬化性樹脂組成物を用いて樹脂フィルム作製し、作製した樹脂フィルムを用いて
樹脂含有率が３３質量％のプリプレグを作製した。含浸時の熱硬化性樹脂の粘度は９Ｐａ
・ｓとした。
【０１５９】
　作製したプリプレグのウォーターピックアップは４．８質量％と、含浸性は良好であっ
た。樹脂層の厚みの平均値Ａは４５μｍと良好であったが、樹脂層の厚みの標準偏差（Ｃ
Ｖ）は０．７８Ａμｍと、第１の粒子の配合量が多いため、含浸の際に第１の粒子が炭素
繊維層内に入り込み、界面が若干悪化した。
【０１６０】
　当該プリプレグを用いて、前述の方法で作製した炭素繊維強化複合材料のボイド率は０
．４％、耐衝撃性は２８８ＭＰａといずれも良好であった。第１の粒子の配合量が多く、
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界面が若干悪化した影響で、層間靭性は２６５０Ｊ／ｍ２、層間剪断強度は８４ＭＰａと
いずれも極端に悪化した。
【０１６１】
【表２】

【産業上の利用可能性】
【０１６２】
　本発明のプリプレグは、優れた耐衝撃性と層間靭性と層間剪断強度とを兼ね備えた炭素
繊維強化複合材料を得るために有用であり、航空機構造部材、風車の羽根、自動車外板お
よびＩＣトレイやノートパソコンの筐体（ハウジング）などのコンピュータ用途等に広く
展開でき、有用である。
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